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衆
議
院
議
員
橫
田
甚
太
郞
君
提
出
国
際
情
勢
の
客
観
的
報
道
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 
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内
閣
総
理
大
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三 

衆
議
院
議
員
橫
田
甚
太
郞
君
提
出
国
際
情
勢
の
客
観
的
報
道
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

政
府
は
、
新
憲
法
の
精
神
に
の
つ
と
り
、
民
主
主
義
の
思
想
を
国
民
一
般
に
普
及
徹
底
せ
し
め
る
こ
と
が
、
こ
の
際
特
に
大

切
で
あ
る
と
考
え
、
そ
の
た
め
、
で
き
る
限
り
の
こ
と
を
し
て
い
る
。
又
真
の
民
主
主
義
の
理
解
の
た
め
に
は
、
国
際
事
情

に
関
す
る
正
確
な
知
識
の
普
及
と
い
う
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
方
に
も
力
を
そ
そ
い
で
い
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




